
直 島 町 農 業 委 員 会 総 会　  会 議 録

令和2年7月20日



（委員）　西村　和雄　・　高田　洋一　・　大山　一郎　・　和島　輝男　・　西岡　幸子　・　田中　正平　・　津郷　正則

（町）　　小林町長　・　荒木　慶悟　建設経済課長

（事務局）　鶴見　元良

署名委員 西村　和雄　・　大山　一郎

議　　　題　　　　（１）　会長及び会長職務代理者の選出について

　　　　　　　　　　（２）　その他

日　　　時　　　　 令和2年7月20日

開催場所　　　　 直島町役場２F小会議室①

出席者　　



荒 木 課 長

ただ今より令和２年度直島町農業委員会総会を開催します。
委員の皆様におかれましては、暑い中また大変お忙しいところご参集いただき、ありがとうございます。
この度の直島町農業委員の改選につきましては、平成２８年４月の農業委員会法の改選によりまして、推薦及び応募によ
る議会の同意を要件とする町長の任命制となってから２回目の体制となってございます。新委員のみなさまは再任の方が５
名の方と新人が２名の計７名でございます。
これから、直島町の農業行政にご尽力いただきますよう、お願いいたします。
それでは、改選後初めての会議でありますので、これより会長が決定するまで事務局が議事進行させていただきます。
はじめに、小林町長よりご挨拶を申し上げます。

小 林 町 長

みなさんこんにちは。荒木課長よりいろいろと話いただきましたので、私からはごく簡単に。
今コロナで大変です。特に東京は２００人、３００人でてGO TO キャンペーンもどうなっていくかわかりませんが、当然直島町
も観光客が増えてくるのではないかと思っています。なるべく来ていただきたいと思っていますが、心配ではあります。
私も今、夏野菜を作っていますけど長雨で全滅状態になっております。みなさんの知識に負けないような努力をして、おいし
い野菜を作っていきたいと思っておりますので、また今後ともよろしくご指導をお願いします。どうも今日はありがとうござい
ます。

事 務 局

ありがとうございました。
それでは、これより事務局が議事を進行いたします、お手元に配布しています式次第をご覧ください。議題１「会長及び会
長職務代理者の選出」に入ります。まず、会長の選出から実施いたします。農業委員会等に関する法律第５条第２項の規
定により会長は委員が互選した者をもって充てることになっておりますので、委員の皆様による互選で会長を選出いただく
ことになります。
何かご意見はありますでしょうか。

高 田 委 員
西村委員が体調を崩しまして、今後もしていただきたいですけど不安があるということをお聞きしていますので、新任委員に
はなりますが、長年役場に勤めていた田中委員を推薦したいと思いますがみなさんどうでしょうか。

事 務 局 高田委員より田中委員を会長に推薦したいとの意見がありましたが、いかがでしょうか。

委 員 異議なし。

事 務 局
異議がないようですので、田中委員を会長に決定いたします。
田中会長ごあいさつをお願いします。



田 中 会 長

この度会長に推薦された田中です。今回はじめて農業委員会の委員に選出されて右も左もわからない状態で、その上会長
ということですので、みなさんにご指導ご鞭撻をいただかないと直島町農業委員会機能しないと思いますので、これから３
年間よろしくお願いします。特に前任の西村さんにおかれましては、会長の仕事などいろいろ教えていただきますようよろし
くお願いします。また、いろんな面でみなさまに協力をお願いしなければならないと思いますので、その面でもよろしくお願い
します。
簡単ですが、新任のあいさつとさせていただきます。

事 務 局 ありがとうございました。それでは会長が決定しましたので、これよりの議事進行は田中会長にお願いします。

田 中 会 長 それでは、会長職務代理者の選出を実施いたします。事務局説明の方をお願いします。

事 務 局
会長職務代理者の選出についてですが、農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定により、会長が欠けた場合また
は事故のある場合に会長の職を代理する者と定められており、直島町農業委員会会議規則第１６条第２項の規定によりあ
らかじめ委員が互選することになっていますので、委員の皆様による互選で選出をお願いいたします。

高 田 委 員
会長に新任の田中委員がなりましたが、田中委員は農業委員会の経験がありませんので、会長職務代理者は会長を長く
勤めていただいた西村委員を推薦したいと思いますが、いかがですか。

事 務 局 高田委員より西村委員を会長職務代理者に推薦するとの意見がありましたが、いかがでしょうか。

委 員 異議なし。

田 中 会 長
それでは、西村委員を会長職務代理者に決定します。西村委員、よろしくお願いします。
次に、議題２のその他について事務局より説明をお願いします。

事 務 局
それでは、委員番号及び席次を決定します。席次表をご覧ください。従来どおり、会長を８、会長職務代理者を７とし、他の
委員の皆様につきましては、くじ引きで委員番号及び席次を決定いたします。それでは、会長、会長職務代理者以外の委
員の皆様はくじ引きをお願いします。

荒 木 課 長
それではくじ引きの結果、１番大山さん、２番西岡さん、３番津郷さん、５番和島さん、６番高田さん、７番西村さんで８番が田
中さんということになりましたので、今日は席替えしませんが次回の定例会より席次表のとおりにご着席いただいたらと思
いますので、よろしくお願いします。

事 務 局
それでは、最後に、委員報酬及び旅費の受領・請求等の事務について、従来同様事務局に委任させていただきたいと思い
ます。本日、委任状にご署名いただきたいので、会議の終了後にご署名をよろしくお願いします。議題２は以上です。

田 中 会 長 それでは総会を終了します。総会へのご出席ありがとうございました。



会　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

署名委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

署名委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

令和２年７月２０日　１６時１５分閉会

直島町農業委員会


